
【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A000-00 301078270 電子的保健医療情報活用加算（初診） 9

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき廃止

A000-00 301078370
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等の取得
が困難な場合又は他の保険医療機関から診療情報の提供を
受けた場合等）

9 〃

A000-00 301100070
（選定療養）病床数が２００以上の病院初診（２００点減
算）

3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第52号
「第３条 保険外併用療養費に係る療養に
ついての費用の額の算定方法の一部改
正」に基づき新設

A000-00 301100270 医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初診） 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A000-00 301100370 医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（初診） 3 〃

A002-00 301078470 電子的保健医療情報活用加算（再診） 9

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき廃止

A002-00 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第52号
「第３条 保険外併用療養費に係る療養に
ついての費用の額の算定方法の一部改
正」に基づき新設

A100-00 301060910 急性期一般入院料６（経過措置） 9

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第54号
「診療報酬の算定方法の一部を改正する
件」に基づき廃止

A100-00 301061510
急性期一般入院料６（月平均夜勤時間超過減算）（経過措
置）

9 〃

A100-00 301062210
急性期一般入院料６（夜勤時間特別入院基本料）（経過措
置）

9 〃

新　　設

新　　設

廃　　止

廃　　止

廃　　止

新　　設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

廃　　止

廃　　止

廃　　止

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A100-00 301063110 （療養病棟入院患者）急性期一般入院料６（経過措置） 9

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第54号
「診療報酬の算定方法の一部を改正する
件」に基づき廃止

A500-00 301100410 看護職員処遇改善評価料１ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301100510 看護職員処遇改善評価料２ 3 〃

A500-00 301100610 看護職員処遇改善評価料３ 3 〃

A500-00 301100710 看護職員処遇改善評価料４ 3 〃

A500-00 301100810 看護職員処遇改善評価料５ 3 〃

A500-00 301100910 看護職員処遇改善評価料６ 3 〃

A500-00 301101010 看護職員処遇改善評価料７ 3 〃

A500-00 301101110 看護職員処遇改善評価料８ 3 〃

A500-00 301101210 看護職員処遇改善評価料９ 3 〃

廃　　止

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301101310 看護職員処遇改善評価料１０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301101410 看護職員処遇改善評価料１１ 3 〃

A500-00 301101510 看護職員処遇改善評価料１２ 3 〃

A500-00 301101610 看護職員処遇改善評価料１３ 3 〃

A500-00 301101710 看護職員処遇改善評価料１４ 3 〃

A500-00 301101810 看護職員処遇改善評価料１５ 3 〃

A500-00 301101910 看護職員処遇改善評価料１６ 3 〃

A500-00 301102010 看護職員処遇改善評価料１７ 3 〃

A500-00 301102110 看護職員処遇改善評価料１８ 3 〃

A500-00 301102210 看護職員処遇改善評価料１９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301102310 看護職員処遇改善評価料２０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301102410 看護職員処遇改善評価料２１ 3 〃

A500-00 301102510 看護職員処遇改善評価料２２ 3 〃

A500-00 301102610 看護職員処遇改善評価料２３ 3 〃

A500-00 301102710 看護職員処遇改善評価料２４ 3 〃

A500-00 301102810 看護職員処遇改善評価料２５ 3 〃

A500-00 301102910 看護職員処遇改善評価料２６ 3 〃

A500-00 301103010 看護職員処遇改善評価料２７ 3 〃

A500-00 301103110 看護職員処遇改善評価料２８ 3 〃

A500-00 301103210 看護職員処遇改善評価料２９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301103310 看護職員処遇改善評価料３０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301103410 看護職員処遇改善評価料３１ 3 〃

A500-00 301103510 看護職員処遇改善評価料３２ 3 〃

A500-00 301103610 看護職員処遇改善評価料３３ 3 〃

A500-00 301103710 看護職員処遇改善評価料３４ 3 〃

A500-00 301103810 看護職員処遇改善評価料３５ 3 〃

A500-00 301103910 看護職員処遇改善評価料３６ 3 〃

A500-00 301104010 看護職員処遇改善評価料３７ 3 〃

A500-00 301104110 看護職員処遇改善評価料３８ 3 〃

A500-00 301104210 看護職員処遇改善評価料３９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301104310 看護職員処遇改善評価料４０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301104410 看護職員処遇改善評価料４１ 3 〃

A500-00 301104510 看護職員処遇改善評価料４２ 3 〃

A500-00 301104610 看護職員処遇改善評価料４３ 3 〃

A500-00 301104710 看護職員処遇改善評価料４４ 3 〃

A500-00 301104810 看護職員処遇改善評価料４５ 3 〃

A500-00 301104910 看護職員処遇改善評価料４６ 3 〃

A500-00 301105010 看護職員処遇改善評価料４７ 3 〃

A500-00 301105110 看護職員処遇改善評価料４８ 3 〃

A500-00 301105210 看護職員処遇改善評価料４９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301105310 看護職員処遇改善評価料５０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301105410 看護職員処遇改善評価料５１ 3 〃

A500-00 301105510 看護職員処遇改善評価料５２ 3 〃

A500-00 301105610 看護職員処遇改善評価料５３ 3 〃

A500-00 301105710 看護職員処遇改善評価料５４ 3 〃

A500-00 301105810 看護職員処遇改善評価料５５ 3 〃

A500-00 301105910 看護職員処遇改善評価料５６ 3 〃

A500-00 301106010 看護職員処遇改善評価料５７ 3 〃

A500-00 301106110 看護職員処遇改善評価料５８ 3 〃

A500-00 301106210 看護職員処遇改善評価料５９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301106310 看護職員処遇改善評価料６０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301106410 看護職員処遇改善評価料６１ 3 〃

A500-00 301106510 看護職員処遇改善評価料６２ 3 〃

A500-00 301106610 看護職員処遇改善評価料６３ 3 〃

A500-00 301106710 看護職員処遇改善評価料６４ 3 〃

A500-00 301106810 看護職員処遇改善評価料６５ 3 〃

A500-00 301106910 看護職員処遇改善評価料６６ 3 〃

A500-00 301107010 看護職員処遇改善評価料６７ 3 〃

A500-00 301107110 看護職員処遇改善評価料６８ 3 〃

A500-00 301107210 看護職員処遇改善評価料６９ 3 〃新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301107310 看護職員処遇改善評価料７０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301107410 看護職員処遇改善評価料７１ 3 〃

A500-00 301107510 看護職員処遇改善評価料７２ 3 〃

A500-00 301107610 看護職員処遇改善評価料７３ 3 〃

A500-00 301107710 看護職員処遇改善評価料７４ 3 〃

A500-00 301107810 看護職員処遇改善評価料７５ 3 〃

A500-00 301107910 看護職員処遇改善評価料７６ 3 〃

A500-00 301108010 看護職員処遇改善評価料７７ 3 〃

A500-00 301108110 看護職員処遇改善評価料７８ 3 〃

A500-00 301108210 看護職員処遇改善評価料７９ 3 〃新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301108310 看護職員処遇改善評価料８０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301108410 看護職員処遇改善評価料８１ 3 〃

A500-00 301108510 看護職員処遇改善評価料８２ 3 〃

A500-00 301108610 看護職員処遇改善評価料８３ 3 〃

A500-00 301108710 看護職員処遇改善評価料８４ 3 〃

A500-00 301108810 看護職員処遇改善評価料８５ 3 〃

A500-00 301108910 看護職員処遇改善評価料８６ 3 〃

A500-00 301109010 看護職員処遇改善評価料８７ 3 〃

A500-00 301109110 看護職員処遇改善評価料８８ 3 〃

A500-00 301109210 看護職員処遇改善評価料８９ 3 〃新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301109310 看護職員処遇改善評価料９０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301109410 看護職員処遇改善評価料９１ 3 〃

A500-00 301109510 看護職員処遇改善評価料９２ 3 〃

A500-00 301109610 看護職員処遇改善評価料９３ 3 〃

A500-00 301109710 看護職員処遇改善評価料９４ 3 〃

A500-00 301109810 看護職員処遇改善評価料９５ 3 〃

A500-00 301109910 看護職員処遇改善評価料９６ 3 〃

A500-00 301110010 看護職員処遇改善評価料９７ 3 〃

A500-00 301110110 看護職員処遇改善評価料９８ 3 〃

A500-00 301110210 看護職員処遇改善評価料９９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301110310 看護職員処遇改善評価料１００ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301110410 看護職員処遇改善評価料１０１ 3 〃

A500-00 301110510 看護職員処遇改善評価料１０２ 3 〃

A500-00 301110610 看護職員処遇改善評価料１０３ 3 〃

A500-00 301110710 看護職員処遇改善評価料１０４ 3 〃

A500-00 301110810 看護職員処遇改善評価料１０５ 3 〃

A500-00 301110910 看護職員処遇改善評価料１０６ 3 〃

A500-00 301111010 看護職員処遇改善評価料１０７ 3 〃

A500-00 301111110 看護職員処遇改善評価料１０８ 3 〃

A500-00 301111210 看護職員処遇改善評価料１０９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301111310 看護職員処遇改善評価料１１０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301111410 看護職員処遇改善評価料１１１ 3 〃

A500-00 301111510 看護職員処遇改善評価料１１２ 3 〃

A500-00 301111610 看護職員処遇改善評価料１１３ 3 〃

A500-00 301111710 看護職員処遇改善評価料１１４ 3 〃

A500-00 301111810 看護職員処遇改善評価料１１５ 3 〃

A500-00 301111910 看護職員処遇改善評価料１１６ 3 〃

A500-00 301112010 看護職員処遇改善評価料１１７ 3 〃

A500-00 301112110 看護職員処遇改善評価料１１８ 3 〃

A500-00 301112210 看護職員処遇改善評価料１１９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301112310 看護職員処遇改善評価料１２０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301112410 看護職員処遇改善評価料１２１ 3 〃

A500-00 301112510 看護職員処遇改善評価料１２２ 3 〃

A500-00 301112610 看護職員処遇改善評価料１２３ 3 〃

A500-00 301112710 看護職員処遇改善評価料１２４ 3 〃

A500-00 301112810 看護職員処遇改善評価料１２５ 3 〃

A500-00 301112910 看護職員処遇改善評価料１２６ 3 〃

A500-00 301113010 看護職員処遇改善評価料１２７ 3 〃

A500-00 301113110 看護職員処遇改善評価料１２８ 3 〃

A500-00 301113210 看護職員処遇改善評価料１２９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301113310 看護職員処遇改善評価料１３０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301113410 看護職員処遇改善評価料１３１ 3 〃

A500-00 301113510 看護職員処遇改善評価料１３２ 3 〃

A500-00 301113610 看護職員処遇改善評価料１３３ 3 〃

A500-00 301113710 看護職員処遇改善評価料１３４ 3 〃

A500-00 301113810 看護職員処遇改善評価料１３５ 3 〃

A500-00 301113910 看護職員処遇改善評価料１３６ 3 〃

A500-00 301114010 看護職員処遇改善評価料１３７ 3 〃

A500-00 301114110 看護職員処遇改善評価料１３８ 3 〃

A500-00 301114210 看護職員処遇改善評価料１３９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301114310 看護職員処遇改善評価料１４０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301114410 看護職員処遇改善評価料１４１ 3 〃

A500-00 301114510 看護職員処遇改善評価料１４２ 3 〃

A500-00 301114610 看護職員処遇改善評価料１４３ 3 〃

A500-00 301114710 看護職員処遇改善評価料１４４ 3 〃

A500-00 301114810 看護職員処遇改善評価料１４５ 3 〃

A500-00 301114910 看護職員処遇改善評価料１４６ 3 〃

A500-00 301115010 看護職員処遇改善評価料１４７ 3 〃

A500-00 301115110 看護職員処遇改善評価料１４８ 3 〃

A500-00 301115210 看護職員処遇改善評価料１４９ 3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301115310 看護職員処遇改善評価料１５０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301115410 看護職員処遇改善評価料１５１ 3 〃

A500-00 301115510 看護職員処遇改善評価料１５２ 3 〃

A500-00 301115610 看護職員処遇改善評価料１５３ 3 〃

A500-00 301115710 看護職員処遇改善評価料１５４ 3 〃

A500-00 301115810 看護職員処遇改善評価料１５５ 3 〃

A500-00 301115910 看護職員処遇改善評価料１５６ 3 〃

A500-00 301116010 看護職員処遇改善評価料１５７ 3 〃

A500-00 301116110 看護職員処遇改善評価料１５８ 3 〃

A500-00 301116210 看護職員処遇改善評価料１５９ 3 〃新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A500-00 301116310 看護職員処遇改善評価料１６０ 3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

A500-00 301116410 看護職員処遇改善評価料１６１ 3 〃

A500-00 301116510 看護職員処遇改善評価料１６２ 3 〃

A500-00 301116610 看護職員処遇改善評価料１６３ 3 〃

A500-00 301116710 看護職員処遇改善評価料１６４ 3 〃

A500-00 301116810 看護職員処遇改善評価料１６５ 3 〃

B004-01 302006910 外来リハビリテーション診療料１ 5 注加算グループ C203 0

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき変更

B004-01 302007010 外来リハビリテーション診療料２ 5 注加算グループ C203 0 〃

B004-01 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理
等）

3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告示第269
号「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」に基づき新設

B004-01 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学管理
等）

3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M009-00 313010320 充填（１窩洞につき）（歯科充填用材料３）（経過措置） 9

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第58号
「特定保険医療材料及びその材料価格
（材料価格基準）の一部を改正する件」
に基づき廃止

廃　　止



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M002-00 313002720
支台築造（１歯につき）（間接法）（メタルコアを用いた
場合（大臼歯））

5 新又は現点数／点数等 77.00 81.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M002-00 313002820
支台築造（１歯につき）（間接法）（メタルコアを用いた
場合（小臼歯・前歯））

5 新又は現点数／点数等 48.00 50.00 〃

M010-00 313010920
金属歯冠修復（１個につき）（１４カラット金合金（イン
レー（複雑なもの）））

5 新又は現点数／点数等 1040.00 1052.00 〃

M010-00 313011020
金属歯冠修復（１個につき）（１４カラット金合金（４分
の３冠））

5 新又は現点数／点数等 1300.00 1315.00 〃

M010-00 313011120
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（インレー（単純なもの））））

5 新又は現点数／点数等 418.00 447.00 〃

M010-00 313011220
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（インレー（複雑なもの））））

5 新又は現点数／点数等 774.00 826.00 〃

M010-00 313011320
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（５分の４冠）））

5 新又は現点数／点数等 974.00 1039.00 〃

M010-00 313011420
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（大臼歯（全部金属冠）））

5 新又は現点数／点数等 1225.00 1308.00 〃

M010-00 313011520
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（インレー（単純なも
の））））

5 新又は現点数／点数等 285.00 304.00 〃

M010-00 313011620
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（インレー（複雑なも
の））））

5 新又は現点数／点数等 566.00 604.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M010-00 313011720
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（４分の３冠）））

5 新又は現点数／点数等 700.00 747.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M010-00 313011820
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（５分の４冠）））

5 新又は現点数／点数等 700.00 747.00 〃

M010-00 313011920
金属歯冠修復（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１
２％以上）（小臼歯・前歯（全部金属冠）））

5 新又は現点数／点数等 877.00 936.00 〃

M010-00 313012920
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（インレー
（単純なもの））））

5 新又は現点数／点数等 22.00 23.00 〃

M010-00 313013020
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（インレー
（複雑なもの））））

5 新又は現点数／点数等 38.00 40.00 〃

M010-00 313013120
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（５分の４
冠）））

5 新又は現点数／点数等 50.00 52.00 〃

M010-00 313013220
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（大臼歯（全部金属
冠）））

5 新又は現点数／点数等 61.00 64.00 〃

M010-00 313013420
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（インレー（複雑なもの））））

5 新又は現点数／点数等 29.00 30.00 〃

M010-00 313013520
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（４分の３冠（乳歯を除く。））））

5 新又は現点数／点数等 35.00 36.00 〃

M010-00 313013620
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（５分の４冠（乳歯を除く。））））

5 新又は現点数／点数等 35.00 36.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M010-00 313013720
金属歯冠修復（１個につき）（銀合金（小臼歯・前歯・乳
歯（全部金属冠）））

5 新又は現点数／点数等 45.00 47.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M010-03 313037020
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（前歯）

5 新又は現点数／点数等 700.00 747.00 〃

M010-03 313037120
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（小臼歯）

5 新又は現点数／点数等 700.00 747.00 〃

M010-03 313037220
接着冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上））（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 974.00 1039.00 〃

M010-03 313037320 接着冠（１歯につき）（銀合金）（前歯） 5 新又は現点数／点数等 35.00 36.00 〃

M010-03 313037420 接着冠（１歯につき）（銀合金）（小臼歯） 5 新又は現点数／点数等 35.00 36.00 〃

M010-03 313037520 接着冠（１歯につき）（銀合金）（大臼歯） 5 新又は現点数／点数等 50.00 52.00 〃

M010-04 313037620
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（金銀パラ
ジウム合金（金１２％以上）（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 418.00 447.00 〃

M010-04 313037720
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（金銀パラ
ジウム合金（金１２％以上）（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 285.00 304.00 〃

M010-04 313037820
根面被覆（１歯につき）（根面板によるもの）（銀合金）
（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 22.00 23.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M011-00 313014120
レジン前装金属冠（１歯につき）（金銀パラジウム合金
（金１２％以上）を用いた場合）

5 新又は現点数／点数等 1092.00 1166.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M011-00 313014320 レジン前装金属冠（１歯につき）（銀合金を用いた場合） 5 新又は現点数／点数等 99.00 103.00 〃

M017-00 313015720
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1411.00 1505.00 〃

M017-00 313015820
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上）（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1062.00 1134.00 〃

M017-00 313015920
ポンティック（１歯につき）（鋳造ポンティック（銀合金
（大臼歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 49.00 51.00 〃

M017-00 313016420
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）（前歯）））

5 新又は現点数／点数等 848.00 905.00 〃

M017-00 313016520
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金（前歯）））

5 新又は現点数／点数等 63.00 65.00 〃

M017-00 313031920
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1062.00 1134.00 〃

M017-00 313032020
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（金銀パラジウム合金（金１２％以上）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1411.00 1505.00 〃

M017-00 313032120
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金（小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 63.00 65.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M017-00 313032220
ポンティック（１歯につき）（レジン前装金属ポンティッ
ク（銀合金（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 63.00 65.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M020-00 313018420
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤
（大・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1348.00 1363.00 〃

M020-00 313018520
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤（犬
歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1096.00 1109.00 〃

M020-00 313018620
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1096.00 1109.00 〃

M020-00 313018720
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 842.00 852.00 〃

M020-00 313018820
鋳造鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レ
ストつき）（前歯（切歯））））

5 新又は現点数／点数等 648.00 656.00 〃

M020-00 313018920
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（双子鉤（大・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 1128.00 1204.00 〃

M020-00 313019020
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（双子鉤（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 882.00 941.00 〃

M020-00 313019120
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（大臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 774.00 826.00 〃

M020-00 313019220
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（犬歯・小臼歯）））

5 新又は現点数／点数等 673.00 718.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M020-00 313019320
鋳造鉤（１個につき）（金銀パラジウム合金（金１２％以
上）（二腕鉤（レストつき）（前歯（切歯））））

5 新又は現点数／点数等 624.00 666.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更

M021-00 313019920 線鉤（１個につき）（１４カラット金合金（双子鉤）） 5 新又は現点数／点数等 645.00 652.00 〃

M021-00 313020020
線鉤（１個につき）（１４カラット金合金（二腕鉤（レス
トつき）））

5 新又は現点数／点数等 498.00 504.00 〃

M021-02 313026520
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（前歯））

5 新又は現点数／点数等 312.00 333.00 〃

M021-02 313026620
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（犬歯・小臼歯））

5 新又は現点数／点数等 337.00 359.00 〃

M021-02 313026720
コンビネーション鉤（１個につき）（鋳造鉤又はレストに
金銀パラジウム合金（金１２％以上）、線鉤に不銹鋼及び
特殊鋼を用いた場合（大臼歯））

5 新又は現点数／点数等 387.00 413.00 〃

M021-03 313038720
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上））（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 774.00 826.00 〃

M021-03 313038820
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（金銀パ
ラジウム合金（金１２％以上））（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 566.00 604.00 〃

M021-03 313038920
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（銀合
金）（大臼歯）

5 新又は現点数／点数等 38.00 40.00 〃

M021-03 313039020
磁性アタッチメント（１個につき）（キーパー付き根面
板）（根面板の保険医療材料料（１歯につき））（銀合
金）（小臼歯・前歯）

5 新又は現点数／点数等 29.00 30.00 〃



【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

M023-00 313020620
バー（１個につき）（鋳造バー（金銀パラジウム合金（金
１２％以上）））

5 新又は現点数／点数等 1808.00 1930.00

【令和4年10月診療分から適用】
令和4年8月31日付け事務連絡「「特定保
険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定につい
て」の一部改正について」に基づき変更



【基本・注加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

3 C001 CA232 301100270 医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初診） 06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 C001 CA233 301100370 医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（初診） 06 〃

9 C001 CA157 301078270 電子的保健医療情報活用加算（初診） 06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

9 C001 CA158 301078370
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等の取得
が困難な場合又は他の保険医療機関から診療情報の提供を
受けた場合等）

06 〃

3 C001 CA234 301100070
（選定療養）病床数が２００以上の病院初診（２００点減
算）

07

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第52号「第３条 保険外併用療
養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部改正」に
基づき新設

3 C002 CA235 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

06 〃

9 C002 CA159 301078470 電子的保健医療情報活用加算（再診） 06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

3 C122 CB041 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理
等）

02

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 C122 CB042 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学管理
等）

02 〃

新　　設

新　　設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

変更
区分

グループ
番号

基本・注加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

新　　設

廃　　止

新　　設

廃　　止

新　　設

廃　　止

新　　設



【基本・注加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・注加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 C139 CA235 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

03

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第52号「第３条 保険外併用療
養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部改正」に
基づき新設

3 C177 CA232 301100270 医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初診） 06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 C177 CA233 301100370 医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（初診） 06 〃

9 C177 CA157 301078270 電子的保健医療情報活用加算（初診） 06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

9 C177 CA158 301078370
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等の取得
が困難な場合又は他の保険医療機関から診療情報の提供を
受けた場合等）

06 〃

3 C177 CA234 301100070
（選定療養）病床数が２００以上の病院初診（２００点減
算）

07

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第52号「第３条 保険外併用療
養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部改正」に
基づき新設

3 C178 CA235 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

05 〃

9 C178 CA159 301078470 電子的保健医療情報活用加算（再診） 05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

3 C179 CA232 301100270 医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初診） 05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

新　　設

廃　　止

新　　設

廃　　止

廃　　止

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本・注加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・注加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 C179 CA233 301100370 医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（初診） 05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

9 C179 CA157 301078270 電子的保健医療情報活用加算（初診） 05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

9 C179 CA158 301078370
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等の取得
が困難な場合又は他の保険医療機関から診療情報の提供を
受けた場合等）

05 〃

3 C179 CA234 301100070
（選定療養）病床数が２００以上の病院初診（２００点減
算）

06

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第52号「第３条 保険外併用療
養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部改正」に
基づき新設

3 C180 CA235 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

05 〃

9 C180 CA159 301078470 電子的保健医療情報活用加算（再診） 05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

3 C181 CA235 301100170
（選定療養）病床数が２００以上の病院再診（４０点減
算）

02

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第52号「第３条 保険外併用療
養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部改正」に
基づき新設

3 C189 CB041 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理
等）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

新　　設

廃　　止

新　　設

新　　設

廃　　止

新　　設

新　　設

廃　　止



【基本・注加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・注加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 C189 CB042 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学管理
等）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 C190 CB041 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理
等）

03 〃

3 C190 CB042 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学管理
等）

03 〃

3 C203 CB041 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理
等）

01 〃

3 C203 CB042 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学管理
等）

01 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【手技・材料加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

9 D011 DM018 313010320 充填（１窩洞につき）（歯科充填用材料３）（経過措置） 07

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第58号「特定保険医療材料及
びその材料価格（材料価格基
準）の一部を改正する件」に基
づき廃止

9 D014 DM018 313010320 充填（１窩洞につき）（歯科充填用材料３）（経過措置） 07 〃

廃　　止

廃　　止

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

変更
区分

グループ
番号

基本・注加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考



【算定回数限度テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 算定単位 変更箇所 変更後 変更前 備考

9 A000-00 301078270 電子的保健医療情報活用加算（初診） 131

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

9 A000-00 301078370
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等
の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から診療
情報の提供を受けた場合等）

131 〃

9 A002-00 301078470 電子的保健医療情報活用加算（再診） 131 〃

3 A000-00 301100270
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初
診）

131

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A000-00 301100370
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（初
診）

131 〃

3 B004-01 302015770
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学
管理等）

131 〃

3 B004-01 302015870
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（医学
管理等）

131 〃

新　　設

新　　設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

廃　　止

新　　設

新　　設

廃　　止

廃　　止



【きざみテーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

9 M009-00 313010320 充填（１窩洞につき）（歯科充填用材料３）（経過措置）

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第58号「特定保険医療材料及
びその材料価格（材料価格基
準）の一部を改正する件」に基
づき廃止

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

廃　　止



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

9 A100-00 301060910 急性期一般入院料６（経過措置）

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告
示第54号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
廃止

9 A100-00 301061510
急性期一般入院料６（月平均夜勤時間超過減算）（経過措
置）

〃

9 A100-00 301062210
急性期一般入院料６（夜勤時間特別入院基本料）（経過措
置）

〃

9 A101-00 301063110 （療養病棟入院患者）急性期一般入院料６（経過措置） 〃

3 A500-00 301100410 看護職員処遇改善評価料１

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301100510 看護職員処遇改善評価料２ 〃

3 A500-00 301100610 看護職員処遇改善評価料３ 〃

3 A500-00 301100710 看護職員処遇改善評価料４ 〃

3 A500-00 301100810 看護職員処遇改善評価料５ 〃

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．１２現在）

廃　　止

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

廃　　止

廃　　止

廃　　止



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301100910 看護職員処遇改善評価料６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301101010 看護職員処遇改善評価料７ 〃

3 A500-00 301101110 看護職員処遇改善評価料８ 〃

3 A500-00 301101210 看護職員処遇改善評価料９ 〃

3 A500-00 301101310 看護職員処遇改善評価料１０ 〃

3 A500-00 301101410 看護職員処遇改善評価料１１ 〃

3 A500-00 301101510 看護職員処遇改善評価料１２ 〃

3 A500-00 301101610 看護職員処遇改善評価料１３ 〃

3 A500-00 301101710 看護職員処遇改善評価料１４ 〃

3 A500-00 301101810 看護職員処遇改善評価料１５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301101910 看護職員処遇改善評価料１６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301102010 看護職員処遇改善評価料１７ 〃

3 A500-00 301102110 看護職員処遇改善評価料１８ 〃

3 A500-00 301102210 看護職員処遇改善評価料１９ 〃

3 A500-00 301102310 看護職員処遇改善評価料２０ 〃

3 A500-00 301102410 看護職員処遇改善評価料２１ 〃

3 A500-00 301102510 看護職員処遇改善評価料２２ 〃

3 A500-00 301102610 看護職員処遇改善評価料２３ 〃

3 A500-00 301102710 看護職員処遇改善評価料２４ 〃

3 A500-00 301102810 看護職員処遇改善評価料２５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301102910 看護職員処遇改善評価料２６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301103010 看護職員処遇改善評価料２７ 〃

3 A500-00 301103110 看護職員処遇改善評価料２８ 〃

3 A500-00 301103210 看護職員処遇改善評価料２９ 〃

3 A500-00 301103310 看護職員処遇改善評価料３０ 〃

3 A500-00 301103410 看護職員処遇改善評価料３１ 〃

3 A500-00 301103510 看護職員処遇改善評価料３２ 〃

3 A500-00 301103610 看護職員処遇改善評価料３３ 〃

3 A500-00 301103710 看護職員処遇改善評価料３４ 〃

3 A500-00 301103810 看護職員処遇改善評価料３５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301103910 看護職員処遇改善評価料３６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301104010 看護職員処遇改善評価料３７ 〃

3 A500-00 301104110 看護職員処遇改善評価料３８ 〃

3 A500-00 301104210 看護職員処遇改善評価料３９ 〃

3 A500-00 301104310 看護職員処遇改善評価料４０ 〃

3 A500-00 301104410 看護職員処遇改善評価料４１ 〃

3 A500-00 301104510 看護職員処遇改善評価料４２ 〃

3 A500-00 301104610 看護職員処遇改善評価料４３ 〃

3 A500-00 301104710 看護職員処遇改善評価料４４ 〃

3 A500-00 301104810 看護職員処遇改善評価料４５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301104910 看護職員処遇改善評価料４６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301105010 看護職員処遇改善評価料４７ 〃

3 A500-00 301105110 看護職員処遇改善評価料４８ 〃

3 A500-00 301105210 看護職員処遇改善評価料４９ 〃

3 A500-00 301105310 看護職員処遇改善評価料５０ 〃

3 A500-00 301105410 看護職員処遇改善評価料５１ 〃

3 A500-00 301105510 看護職員処遇改善評価料５２ 〃

3 A500-00 301105610 看護職員処遇改善評価料５３ 〃

3 A500-00 301105710 看護職員処遇改善評価料５４ 〃

3 A500-00 301105810 看護職員処遇改善評価料５５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301105910 看護職員処遇改善評価料５６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301106010 看護職員処遇改善評価料５７ 〃

3 A500-00 301106110 看護職員処遇改善評価料５８ 〃

3 A500-00 301106210 看護職員処遇改善評価料５９ 〃

3 A500-00 301106310 看護職員処遇改善評価料６０ 〃

3 A500-00 301106410 看護職員処遇改善評価料６１ 〃

3 A500-00 301106510 看護職員処遇改善評価料６２ 〃

3 A500-00 301106610 看護職員処遇改善評価料６３ 〃

3 A500-00 301106710 看護職員処遇改善評価料６４ 〃

3 A500-00 301106810 看護職員処遇改善評価料６５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301106910 看護職員処遇改善評価料６６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301107010 看護職員処遇改善評価料６７ 〃

3 A500-00 301107110 看護職員処遇改善評価料６８ 〃

3 A500-00 301107210 看護職員処遇改善評価料６９ 〃

3 A500-00 301107310 看護職員処遇改善評価料７０ 〃

3 A500-00 301107410 看護職員処遇改善評価料７１ 〃

3 A500-00 301107510 看護職員処遇改善評価料７２ 〃

3 A500-00 301107610 看護職員処遇改善評価料７３ 〃

3 A500-00 301107710 看護職員処遇改善評価料７４ 〃

3 A500-00 301107810 看護職員処遇改善評価料７５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301107910 看護職員処遇改善評価料７６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301108010 看護職員処遇改善評価料７７ 〃

3 A500-00 301108110 看護職員処遇改善評価料７８ 〃

3 A500-00 301108210 看護職員処遇改善評価料７９ 〃

3 A500-00 301108310 看護職員処遇改善評価料８０ 〃

3 A500-00 301108410 看護職員処遇改善評価料８１ 〃

3 A500-00 301108510 看護職員処遇改善評価料８２ 〃

3 A500-00 301108610 看護職員処遇改善評価料８３ 〃

3 A500-00 301108710 看護職員処遇改善評価料８４ 〃

3 A500-00 301108810 看護職員処遇改善評価料８５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301108910 看護職員処遇改善評価料８６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301109010 看護職員処遇改善評価料８７ 〃

3 A500-00 301109110 看護職員処遇改善評価料８８ 〃

3 A500-00 301109210 看護職員処遇改善評価料８９ 〃

3 A500-00 301109310 看護職員処遇改善評価料９０ 〃

3 A500-00 301109410 看護職員処遇改善評価料９１ 〃

3 A500-00 301109510 看護職員処遇改善評価料９２ 〃

3 A500-00 301109610 看護職員処遇改善評価料９３ 〃

3 A500-00 301109710 看護職員処遇改善評価料９４ 〃

3 A500-00 301109810 看護職員処遇改善評価料９５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301109910 看護職員処遇改善評価料９６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301110010 看護職員処遇改善評価料９７ 〃

3 A500-00 301110110 看護職員処遇改善評価料９８ 〃

3 A500-00 301110210 看護職員処遇改善評価料９９ 〃

3 A500-00 301110310 看護職員処遇改善評価料１００ 〃

3 A500-00 301110410 看護職員処遇改善評価料１０１ 〃

3 A500-00 301110510 看護職員処遇改善評価料１０２ 〃

3 A500-00 301110610 看護職員処遇改善評価料１０３ 〃

3 A500-00 301110710 看護職員処遇改善評価料１０４ 〃

3 A500-00 301110810 看護職員処遇改善評価料１０５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301110910 看護職員処遇改善評価料１０６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301111010 看護職員処遇改善評価料１０７ 〃

3 A500-00 301111110 看護職員処遇改善評価料１０８ 〃

3 A500-00 301111210 看護職員処遇改善評価料１０９ 〃

3 A500-00 301111310 看護職員処遇改善評価料１１０ 〃

3 A500-00 301111410 看護職員処遇改善評価料１１１ 〃

3 A500-00 301111510 看護職員処遇改善評価料１１２ 〃

3 A500-00 301111610 看護職員処遇改善評価料１１３ 〃

3 A500-00 301111710 看護職員処遇改善評価料１１４ 〃

3 A500-00 301111810 看護職員処遇改善評価料１１５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301111910 看護職員処遇改善評価料１１６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301112010 看護職員処遇改善評価料１１７ 〃

3 A500-00 301112110 看護職員処遇改善評価料１１８ 〃

3 A500-00 301112210 看護職員処遇改善評価料１１９ 〃

3 A500-00 301112310 看護職員処遇改善評価料１２０ 〃

3 A500-00 301112410 看護職員処遇改善評価料１２１ 〃

3 A500-00 301112510 看護職員処遇改善評価料１２２ 〃

3 A500-00 301112610 看護職員処遇改善評価料１２３ 〃

3 A500-00 301112710 看護職員処遇改善評価料１２４ 〃

3 A500-00 301112810 看護職員処遇改善評価料１２５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301112910 看護職員処遇改善評価料１２６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301113010 看護職員処遇改善評価料１２７ 〃

3 A500-00 301113110 看護職員処遇改善評価料１２８ 〃

3 A500-00 301113210 看護職員処遇改善評価料１２９ 〃

3 A500-00 301113310 看護職員処遇改善評価料１３０ 〃

3 A500-00 301113410 看護職員処遇改善評価料１３１ 〃

3 A500-00 301113510 看護職員処遇改善評価料１３２ 〃

3 A500-00 301113610 看護職員処遇改善評価料１３３ 〃

3 A500-00 301113710 看護職員処遇改善評価料１３４ 〃

3 A500-00 301113810 看護職員処遇改善評価料１３５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301113910 看護職員処遇改善評価料１３６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301114010 看護職員処遇改善評価料１３７ 〃

3 A500-00 301114110 看護職員処遇改善評価料１３８ 〃

3 A500-00 301114210 看護職員処遇改善評価料１３９ 〃

3 A500-00 301114310 看護職員処遇改善評価料１４０ 〃

3 A500-00 301114410 看護職員処遇改善評価料１４１ 〃

3 A500-00 301114510 看護職員処遇改善評価料１４２ 〃

3 A500-00 301114610 看護職員処遇改善評価料１４３ 〃

3 A500-00 301114710 看護職員処遇改善評価料１４４ 〃

3 A500-00 301114810 看護職員処遇改善評価料１４５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301114910 看護職員処遇改善評価料１４６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301115010 看護職員処遇改善評価料１４７ 〃

3 A500-00 301115110 看護職員処遇改善評価料１４８ 〃

3 A500-00 301115210 看護職員処遇改善評価料１４９ 〃

3 A500-00 301115310 看護職員処遇改善評価料１５０ 〃

3 A500-00 301115410 看護職員処遇改善評価料１５１ 〃

3 A500-00 301115510 看護職員処遇改善評価料１５２ 〃

3 A500-00 301115610 看護職員処遇改善評価料１５３ 〃

3 A500-00 301115710 看護職員処遇改善評価料１５４ 〃

3 A500-00 301115810 看護職員処遇改善評価料１５５ 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A500-00 301115910 看護職員処遇改善評価料１５６

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月5日付け厚生労働省告
示第269号「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」に基づき
新設

3 A500-00 301116010 看護職員処遇改善評価料１５７ 〃

3 A500-00 301116110 看護職員処遇改善評価料１５８ 〃

3 A500-00 301116210 看護職員処遇改善評価料１５９ 〃

3 A500-00 301116310 看護職員処遇改善評価料１６０ 〃

3 A500-00 301116410 看護職員処遇改善評価料１６１ 〃

3 A500-00 301116510 看護職員処遇改善評価料１６２ 〃

3 A500-00 301116610 看護職員処遇改善評価料１６３ 〃

3 A500-00 301116710 看護職員処遇改善評価料１６４ 〃

3 A500-00 301116810 看護職員処遇改善評価料１６５ 〃新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設


